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１ 《 組 合 員 と な る こ と の で き る 事 業 者 の 資 格 に つ い て 》

「 定 款 第 ８ 条 抜 粋 」

（ 組 合 員 の 資 格 ）

第 ８ 条 本 組 合 の 組 合 員 た る 資 格 を 有 す る 者 は 、 次 の 各 号 の 要

件 を 備 え る 小 規 模 の 事 業 者 と す る 。

（ １ ） 肉 用 牛 生 産 業 又 は 酪 農 業 を 行 う 事 業 者 で あ る こ と 。

（ ２ ） 組 合 の 地 区 内 に 事 業 場 を 有 す る こ と 。

注 )組 合 の 地 区 は 、 全 国 で す 。

２ 《 加 入 及 び 出 資 の 手 続 に つ い て 》

「 定 款 第 ９ 条 抜 粋 」

（ 加 入 ）

第 ９ 条 組 合 員 た る 資 格 を 有 す る 者 は 、 本 組 合 の 承 諾 を 得 て 、

組 合 に 加 入 す る こ と が で き る 。

２ 本 組 合 は 、 加 入 の 申 し 込 み が あ っ た と き は 、 理 事 会

に お い て そ の 諾 否 を 決 す る 。

（ １ ） 加 入 申 込

加 入 を 希 望 す る 事 業 者 は 、 「 全 国 肉 牛 事 業 協 同 組 合 加 入 及 び 出

資 金 申 込 書 」 (様 式 第 １ 号 ） （ 以 下 「 加 入 申 込 書 」 と い う 。 ） を

組 合 に 提 出 願 い ま す 。

（ ２ ） 加 入 申 込 付 記 事 項

出 資 口 数 、 出 資 金 額 、 資 本 の 総 額 、 従 業 員 数 、 飼 養 規 模 等 必 要

事 項 を も れ な く 記 入 願 い ま す 。

（ ３ ） 出 資 金

出 資 金 １ 口 の 金 額 は 、 ５ ０ ,０ ０ ０ 円 で 、 何 口 で も 結 構 で す 。
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（ ４ ） 年 会 費 (賦 課 金 )

本 年 度 の 年 会 費 (賦 課 金 )は 、 年 １ ０ ,０ ０ ０ 円 で す 。

（ 但 し 、 年 度 の 途 中 で の 入 会 で あ っ て も 同 額 と し 、 脱 会 年 に つ

い て は 免 除 さ れ ま す 。 ）

（ ５ ） 出 資 金 ・ 年 会 費 の 納 入

加 入 申 込 書 〔 上 記 ２ の （ １ ） 〕 の 提 出 に 当 た っ て は 、 出 資 金 及

び 年 会 費 (賦 課 金 )を 別 記 所 定 の 口 座 （ 6《 出 資 金 及 び 年 会 費 （ 賦

課 金 ） の 振 込 口 座 》 ） に 納 入 願 い ま す 。

（ ６ ） 加 入 承 諾 に つ い て

定 款 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 入 会 が 承 諾 さ れ た と き は 、 組

合 よ り 「 組 合 加 入 承 諾 に つ い て 」 ご 通 知 申 し 上 げ ま す 。

な お 、 出 資 金 の 納 入 が あ っ た も の に つ い て は 出 資 証 券 を 送 付 い

た し ま す 。

（ 注 ）

① 賦 課 金 に つ い て 「 領 収 書 」 が 必 要 な 場 合 は お 申 し 出 下 さ い 。

② 送 金 手 数 料 に つ い て は 、 加 入 者 に て 負 担 願 い ま す 。

３ 《 増 資 の 申 し 込 み に つ い て 》

組 合 に 加 入 後 、 増 資 を 希 望 す る 際 に は 、 「 全 国 肉 牛 事 業 協 同 組

合 増 資 申 込 書 」 （ 様 式 第 ２ 号 ） に 必 要 事 項 を 記 入 し 組 合 に 提 出 の

上 、 別 記 所 定 の 口 座 （ 6《 出 資 金 及 び 年 会 費 （ 賦 課 金 ） の 振 込 口

座 》 ） に 増 資 金 額 を 納 入 願 い ま す 。

（ 注 ） 送 金 手 数 料 に つ い て は 、 加 入 者 に て 負 担 願 い ま す 。
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４ 《 出 資 証 券 に つ い て 》

組 合 は 、 出 資 金 の 納 入 及 び 増 資 を 受 け た 際 に は 、 振 込 み を 受 け

た 日 付 に て 出 資 証 券 を 発 行 致 し ま す 。

な お 、 出 資 証 券 を 受 領 し た 際 に は 、 「 出 資 証 券 受 領 書 」 〔 用 紙

は 出 資 証 券 に 同 封 し て 発 送 〕 を 組 合 に 提 出 願 い ま す 。

５ 《 年 会 費 （ 賦 課 金 ） に つ い て 》

「 定 款 第 １ ６ 条 抜 粋 」

（ 経 費 の 賦 課 ）

第 １ ６ 条 本 組 合 は 、 そ の 行 う 事 業 の 費 用 （ 使 用 料 又 は 手 数 料

を も っ て 充 て る べ き も の を 除 く )に 充 て る た め 、 組

合 員 に 経 費 を 賦 課 す る こ と が で き る ｡

２ 前 項 の 経 費 の 額 、 そ の 徴 収 の 時 期 及 び そ の 他 必 要 な

事 項 は 総 代 会 に お い て 定 め る 。

（ １ ） 定 款 第 １ ６ 条 の 規 程 に よ る 年 会 費 (賦 課 金 )は 毎 年 通 常 総 代 会

に お い て 決 定 し て お り ま す が 、 本 年 度 の 年 会 費 (賦 課 金 ） は 、

１ ０ ,０ ０ ０ 円 で す 。

（ ２ ） 年 会 費 (賦 課 金 ） は 、 所 定 の 口 座 （ 6《 出 資 金 及 び 年 会 費 （ 賦

課 金 ） 座 》 の 振 込 口 ） に 納 入 願 い ま す 。

（ 注 ）

① 賦 課 金 は 課 税 対 象 外 と し て 取 り 扱 う の で 、 組 合 員 は 課 税 仕

入 れ に は な り ま せ ん 。

② 送 金 手 数 料 に つ い て は 、 加 入 者 に て ご 負 担 願 い ま す 。
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６ 《 出 資 配 当 金 に つ い て 》

定 款 第 ６ ３ 条 及 び 第 ６ ４ 条 の 規 程 に 基 づ き 、 利 益 剰 余 金 に 前 期 の 繰

越 利 益 又 は 繰 越 損 失 を 加 減 し た も の か ら 法 定 利 益 準 備 金 、 そ の 他 特 別

積 立 金 等 を 控 除 し て な お 剰 余 が あ る 時 は 、 総 代 会 の 議 決 に よ り 配 当 し

ま す 。 そ の 配 当 金 は 、 原 則 的 に は 組 合 員 別 の 積 立 と し て 組 合 が 預 か る

こ と と し ま す 。 も し 、 積 立 を 希 望 し な い 場 合 は 、 組 合 ま で ご 連 絡 く だ

さ い 。

７ 《 出 資 金 及 び 年 会 費 (賦 課 金 ） の 振 込 口 座 》

み ず ほ 銀 行 虎 ノ 門 支 店

普 通 ４ ０ ４ ９ ４ ８ ７

ｾ ﾞﾝ ｺｸ ﾆｸ ｳｼ ｼﾞ ｷﾞ ｮｳ ｷｮ ｳﾄ ﾞｳ ｸﾐ ｱｲ

全 国 肉 牛 事 業 協 同 組 合

８ 《 そ の 他 》

入 会 、 脱 会 及 び 組 合 事 業 の 詳 細 等 に つ い て は 、 全 国 肉 牛 事 業 協

同 組 合 定 款 及 び 本 年 度 の 事 業 計 画 書 を 参 照 願 い ま す 。


